
 
 
 
■ 令和８年１⽉下旬から申請受付を開始予定としていますので、

申請を検討している⽅は、事前に町内施⼯業者に⾒積書を依頼す
るなど、準備をお願いします。 

 
■ 第１弾及び第２弾の当選者世帯は申請できません。  
 
■ 今回の申請受付開始よりも前に、着⼯または完了している⼯事

は対象外となります。 
 
■ 新たな予算枠での物価⾼対策となりますので、第１弾及び第２

弾で抽選に漏れた⽅のうち、すでに着⼯または完了している⼯事
は対象外となりますので、ご了承願います。 

 
■ 令和８年４⽉以降の着⼯及び完了が可能となっておりますの

で、積極的に補助⾦の活⽤をご検討願います。 
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